
【特定集中治療室管理料（早期栄養介入管理加算）】 

問 49 区分番号「Ａ３０１」特定集中治療室管理料の注５の早期栄養介入管

理加算について、48 時間以内の経腸栄養の開始に関して、必要な栄養量の

全てを経腸栄養でまかなう必要があるのか。 

（答）必要な栄養量の一部が経腸栄養であれば、全ての栄養量を経腸栄養でまか

なう必要はない。 
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